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情報ステーション
令和2年11月1日▪6

❶開館周年記念HOW!?くんからのプ
レゼント　11月14日㈯・15日㈰の10
時から配布（限定各日100個）。◎高校
生以下。
❷詩太のライブペイントパフォーマン
ス　11月15日㈰12時30分～13時と
15～15時30分。
❸初心者でもカンタン！ カズ山本館長
の 野球教室　11月28日㈯13～14時
30分。◎小学2～6年生。☆先着10人。
　♦＃❸は必要。電話で11月14日か
ら同施設へ。

❶やまだレンジャープロジェクト　い
ずれも11月15日㈰。 ▼哺乳類調査＝9
時30分～12時　 ▼ビオトープの計画
説明と整備＝13時30分～16時。❶の
♦◎小学生以上（小学生は保護者の
参加が必要）。☆先着各30人。＄100円。
❷もりの観察会　植物・野鳥・親子グ
ループに分かれて自然観察を行いま
す。11月22日㈰9時30分～12時。◎小
学生以下は保護者同伴。小雨決行。双
眼鏡の貸し出しあり。
❸ナチュラル素材のリース作り　11
月29日㈰13～15時。◎小学生以上（小
学生は保護者同伴）。☆先着15人。＄

1000円。持ち帰り用の袋が必要。

　♦＄駐車場は有料。＃❶❸は必要。
電話で11月3日から同施設へ。

おはなしワールド　絵本の読み聞か
せや紙芝居など。11月28日㈯14～14
時30分。◎未就学児は保護者同伴。☆

先着40人。＃電話で11月3日から同施
設へ。

子どもの館 
☎642・5555
〒806-0021八幡西区黒崎三丁目15-3、
コムシティ7階　♣10～19時　♡11月
4・18日

山田緑地 
☎582・4870
〒803-0865小倉北区山田町　♣9～
17時　♡火曜日（祝・休日のときは開
園し翌日が休園）

▲作品例

こども文化会館 
☎592・4152
〒803-0846小倉北区下到津四丁目3-2
♣9～17時　♡月曜日（祝・休日のとき
は開館し翌日が休館）

施設の催し

情報ステーション
は 11ページから
始まります

縦覧します
旦過土地区画整理事業の事業計画　
縦覧は11月11日㈬～24日㈫（土・日曜
日、祝日は除く）の8時30分～17時15分、
建設局神嶽川旦過地区整備室（小倉北
区古船場町、商工貿易会館5階、☎511・
7123）で。11月11日～12月8日㈫（土・
日曜日、祝日は除く）、同室に意見書の
提出ができます。
北九州広域都市計画決定・変更原案　
用途地域、準防火地域の変更と地区計
画の決定原案。対象は守恒一丁目地区
（小倉南区）、猿喰地区（門司区）。縦覧は
11月4日㈬～18日㈬（土・日曜日は除く）
の8時30分～17時15分、建築都市局都
市計画課（市役所13階、☎582・2451）で。
用途地域、準防火地域の変更について
の公聴会は11月25日㈬19時から守恒市
民センター（小倉南区守恒二丁目）で行
います。意見を述べたい人は縦覧期間
中に同課へ公述申出書の提出を。提出
がない場合、公聴会は中止になります
（開催の有無は♥を）。地区計画につい
ては11月4～25日（土・日曜日、祝日は除
く）に同課へ意見書の提出ができます。

まちづくり事業に関する事後
評価原案への意見を募集
　地域の特性を生かしたまちづくりを推
進する「都市再生整備計画 折尾地区(第
3期）」の達成状況評価に対する意見を募
集します。 ▼原案の閲覧＝11月4日㈬～
20日㈮（土・日曜日は除く）の8時30分～
17時15分、建築都市局まちなか再生支
援課（市役所13階）、折尾総合整備事務所
（八幡西区大浦二丁目）、八幡西区役所
折尾出張所で。市のホームページ（アドレ
スは表紙参照）でもご覧になれます　 ▼

意見の提出＝様式自由。住所、氏名、意見
を書いて、閲覧期間中にEメール（市のホ
ームページから）、郵便、ファクスで〒
803 -8501建築都市局まちなか再生支援
課（☎582・2454、🅵561・7525）へ。閲覧
場所に直接提出もできます。

不動産公売会
　物件は3件。入札は11月9日㈪11時から
（説明は10時30分から）、市役所3階で。印
鑑、公売保証金、身分証明書などが必要。
詳細は財政局収税企画課☎582・2031へ。

点字と音声による 
「選挙のお知らせ」を発行
　北九州市選挙管理委員会では北九州
市議会議員一般選挙において、「選挙のお
知らせ」の点字版（選挙公報の点訳版）と
音声版（選挙公報の音訳版）を発行します。
「選挙のお知らせ」の送付を希望する人は、
点字版、音声版（CD）のいずれか1つを選
び、同委員会に申し込んでください。◎選
挙人名簿に登録されている、視覚の身体
障害者手帳を持つ人。＃同委員会☎582・
3071へ。
■「選挙のお知らせ」の点字版・音声版
を申し込んだ人には投票所入場整理券
を郵送する際、裏面に入場整理券であ
る旨が記載された点字シールを貼り付
けます。

秋の火災予防運動
　11月9日㈪～15日㈰は秋の火災予防運
動実施期間です。これから、空気が乾燥し、
火災が発生しやすい時季を迎えます。本
市では、9月30日時点で、住宅火災で5人
が亡くなっており、そのうち3人が65歳以
上の高齢者です。大切な命を守るために、
日ごろから住宅防火を心がけましょう。
住宅防火 いのちを守る7つのポイント
3つの習慣
①寝たばこはしない。
②ストーブは、燃えやすい物から離れた
位置で使用し、就寝時は必ず消す。
③コンロから離れる時は、必ず火を消す。
4つの対策
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災
警報器を適正に設置する。月に1回点検、
半年に1回は清掃を行い、電池切れの際
は本体を交換する。
②寝具や衣類、カーテンからの火災拡
大を防ぐために、防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住宅
用消火器などを設置する。
④高齢者や身体の不自由な人を守るた
めに、隣近所の協力体制をつくる。
♥消防局予防課☎582・3836へ。

認知症介護家族交流会
　悩み相談や情報交換など。11月18日㈬
13～15時、戸畑生涯学習センター（戸畑区
中本町）で。◎認知症の人を介護している
家族。☆先着15人。＃11月4日から認知症

支援・介護予防センター☎522・8765へ。

ひきこもりを考える集い
　いずれも12月12日㈯、ウェルとばた
（戸畑駅前）で。 ▼第1部＝ひきこもり経
験者、家族、支援者による体験談。13～
15時45分。☆100人　 ▼第2部＝ひきこ
もりに悩む本人や家族の意見交換会。
15時50分～17時。☆30人。♦＃11月
30日までに精神保健福祉センター☎
522・8729へ。￡も可。

税を考える週間
　11月11日㈬～17日㈫は「税を考える
週間」です。租税の意義や役割、税務行
政に対する知識や理解を深めてもらう
ため、国税庁のホームページ内に「くら
しを支える税」をテーマとした特設ペー
ジを公開しています。ぜひご覧ください。
♥財政局税制課☎582・2030へ。

税務署での面接相談は 
事前予約が必要です
　税務署では、電話での回答が困難な
相談（具体的に書類や事実関係を確認
する必要がある場合など）については、
所轄の税務署において事前予約による
面接相談を実施しています。面接相談を
希望される人は、各税務署に電話（音声
案内に従い②番を選択）で相談日時を
予約してください。また、国税に関する
一般的な相談は、電話相談センター（所
轄の税務署に電話し、音声案内に従い①
を選択）へ。♥門司税務署☎321・5831、
若松税務署☎761・2536、小倉税務署☎
583・1331、八幡税務署☎671・6531へ。

指名手配被疑者の逮捕に 
ご協力を！
　毎年11月は、「指名手配被疑者捜査
強化月間」です。指名手配被疑者の発見
には、市民の皆さんの協力が必要です。
「あのポスターの犯人に似ている人が
いた」など、わずかな情報でも結構です。
警察に通報をお願いします。
♥小倉北警察署☎583・0110、小倉南
警察署☎923・0110、八幡西警察署☎
645・0110、八幡東警察署☎662・0110、
戸畑警察署☎861・0110、門司警察署
☎321・0110、若松警察署☎771・0110、
折尾警察署☎691・0110へ。

♥広報室広報課 ☎582・223611月の市政テレビ11 月の市政テレビ11月の市政テレビ
■プライドK～北九州イチバン物語～

■GIFT北九州

●「部埼灯台」（1日）
●「フジコー」（8日）
●「競輪」（15日）
●「リハビリテーション」（22日）
●「スターフライヤー」（29日）

●「小倉昭和館」（3日／6日）
●「グリーンパーク」（10日／13日）
●「若松南海岸」（17日／２０日）
●「小倉イルミネーション」（24日／27日）

各番組は放送後、北九
州市公式YouTube
チャンネル「Kitakyu 
Mov ie Channel」
で配信します。　

〈FBS〉 毎週日曜日 17時25分～17時30分 【字幕放送対応、手話通訳付き】

〈テレQ〉 毎週火曜日 21時55分～22時／毎週金曜日9時57分～10時（再放送） 
　　　 　　【字幕放送対応】

※放送時間や内容は変更になる
場合があります。

Kitakyu Movie Channel
はコチラ！
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